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よ
り
、
安
全
性
の
確
保
及
び

周
辺
へ
の
配
慮
を
徹
底
す
る
。

問
こ
の
事
業
の
規
模
、
期
間

な
ど
か
ら
透
明
性
の
確
保
、

市
民
へ
の
情
報
公
開
も
重
要
。

Ｓ
Ｐ
Ｃ
（
特
定
目
的
会
社
）

の
運
営
状
況
や
財
政
状
況
に

関
す
る
議
会
へ
の
報
告
に
つ

い
て
市
は
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
見
解
を
伺
う
。

答
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
は
、
国
の
基

本
方
針
に
お
い
て
、
事
業
の

発
案
か
ら
終
結
に
至
る
全
過

程
を
通
じ
て
透
明
性
が
確
保

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。
本
市
で
の
Ｐ

Ｆ
Ｉ
事
業
の
先
例
で
は
、
Ｐ

Ｆ
Ｉ
事
業
者
の
財
務
状
況
を

把
握
す
る
た
め
、
独
立
監
査

人
に
よ
り
監
査
を
実
施
し
、

監
査
結
果
の
報
告
に
お
い
て
、

会
社
法
に
規
定
さ
れ
る
財
務

書
類
の
提
出
を
受
け
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
の
財
務
状
況

等
の
議
会
へ
の
報
告
に
つ
い

て
は
、
契
約
の
内
容
を
確
認

す
る
と
と
も
に
、
他
団
体
で

の
取
り
扱
い
も
十
分
に
勘
案

し
、
対
応
に
つ
い
て
慎
重
に

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

問
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る

給
食
セ
ン
タ
ー
の
耐
用
年
数

は
何
年
程
と
考
え
る
か
。

答
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
は
、

調
理
業
務
を
行
う
こ
と
か
ら
、

劣
化
が
激
し
い
施
設
で
あ
る
。

維
持
管
理
の
仕
方
に
よ
り
、

概
ね
35
か
ら
40
年
位
の
耐
用

年
数
で
あ
る
。

問
運
営
企
業
に
と
っ
て
使
い

や
す
い
建
物
を
建
て
る
こ
と

は
、
暗
に
15
年
間
の
契
約
終

了
後
の
再
契
約
を
既
定
路
線

と
言
っ
て
い
る
の
に
等
し
い

の
で
は
。

答
運
営
期
間
に
つ
い
て
は
、

設
備
の
耐
用
年
数
・
事
業
の

柔
軟
性
や
効
率
性
等
を
考
慮

し
、
ま
た
複
数
の
事
業
者
と

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
15
年

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

契
約
終
了
後
の
事
業
の
あ

り
方
は
、
そ
れ
ま
で
の
業
務

内
容
に
対
す
る
評
価
等
を
行

い
、
安
定
的
に
学
校
給
食
を

提
供
で
き
る
よ
う
、
様
々
な

観
点
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

問
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
事
業
を
行
う
か

直
営
で
行
う
か
判
断
す
る
分

岐
点
は
何
か
。

答
本
市
の
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
活
用
に

関
す
る
基
本
指
針
」
に
基
づ

き
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
検
討
委
員

会
の
事
前
調
査
の
結
果
や
Ⅴ

Ｆ
Ｍ
の
検
証
な
ど
を
行
い
導

入
の
適
否
を
検
討
し
、
庁
議

で
最
終
的
な
判
断
を
す
る
。

分
岐
点
に
つ
い
て
は
特
段
の

定
め
は
な
い
が
、
一
定
の
効

果
が
望
め
る
と
い
う
こ
と
を

議
論
し
判
断
す
る
。

問
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
行
う
理
由
を
様

々
な
見
地
か
ら
総
合
的
に
と

し
て
い
る
が
具
体
的
に
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
。

答
事
業
計
画
の
具
体
性
、
運

営
の
安
定
性
、
ま
た
、
事
業

者
の
参
加
が
見
込
め
る
と
い

う
よ
う
な
市
場
の
安
定
性
な

ど
の
基
本
適
性
と
、
財
政
的

な
メ
リ
ッ
ト
、
Ｖ
Ｆ
Ｍ
な
ど

の
効
果
適
性
、
さ
ら
に
は
安

全
な
給
食
提
供
が
で
き
る
こ

と
な
ど
を
評
価
し
、
検
討
し

た
。

問
ど
ん
な
目
的
の
編
成
か
。

答
年
度
開
始
後
に
新
た
に
生

じ
た
事
情
で
、
事
務
事
業
の

執
行
に
緊
急
か
つ
や
む
を
得

な
い
事
由
に
よ
り
予
算
措
置

が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
、

補
正
予
算
を
編
成
す
る
こ
と

と
し
た
。

問
未
計
上
の
前
年
度
剰
余
金

は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
。

答
補
正
予
算
成
立
後
の
額
と

し
て
は
、
21
億
８
３
７
９
万

１
千
円
と
な
る
。

問
今
回
の
編
成
に
あ
た
り
、

不
足
の
政
策
を
検
討
し
た
か
。

答
当
初
予
算
で
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
政
策
課
題
に
対
応
す
る

た
め
予
算
措
置
を
講
じ
て
い

る
が
、
年
度
当
初
に
判
明
し

な
か
っ
た
状
況
の
変
化
に
対

応
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ

て
補
正
予
算
を
編
成
し
て
い

る
。
今
回
の
補
正
予
算
で
は
、

各
種
扶
助
費
の
追
加
計
上
を

は
じ
め
と
し
て
必
要
な
対
応

を
図
っ
た
。

豆知識
●指定管理者制度とは
　指定管理者制度とは、市民サービスの向上を
図るとともに、経費の節減等を図ることを目的
に、公の施設の管理運営を民間企業等に委ねる
ことを可能にした地方自治法上の制度です。
●ＰＦＩとは
　「ＰＦＩ（Private Finance Initiative：プライ
ベート・ファイナンス・イニシアティブ）」とは、
公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に
民間の資金や経営能力、技術的能力を活用する
ことにより、効率的かつ効果的に公共サービス
を提供する手法のことです。
●ＶＦＭとは
　「ＶＦＭ（Value For Money：バリュー・フォー
・マネー）」とは、「支払に対して、最も価値の
高いサービスを供給する」という考え方のこと
です。

給食を食べる子どもたち
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